
新制度未移行園（私立）の就園奨励費等の算定方法

　<就園奨励費等の算定方法>

　○対象経費は、入園料と利用料となります（行事費・日用品・文具等は対象外）。

　○4月から9月の就園奨励費（前期）は年額の内の6ヵ月で算定、10月から3月の無償化（後期）は月単位（月額）6ヵ月で算定。

　○就園奨励費（前期）の入園料は、入園料×前期在籍月数/年間在籍月数を前期に計上。

　○無償化（後期）の入園料は、入園料/年間在籍月数を後期の各月に計上。

　○限度額は、前期は308,000円×前期在籍月数/12、後期は2.57万円/月

　○就園奨励費等の支払い方法（回数など）は、前期は例年とおり3月初旬に口座に給付する。後期は入園料は3月初旬に給付（予定）し、利用料は2.57千円まで無償となります。

■算定例①　（非課税世帯、入園初年度、12ヶ月在籍、入園料：30,000円、利用料20,000円/月の場合）

［2019年4月～（前期：就園奨励事業、後期：無償化給付事業）］

※利用料を月額単位ではなく、前期分・後期分や年額で設定している場合は、当該利用料を当該期間の月数で除して、当該利用料の月額相当分を算定する（10円未満の端数場合は切り捨て）。

［2020年4月～（無償化給付事業の通年化後）］

2,500円

無償化事業（2020年4月～）

2,500円2,500円 2,500円 2,500円 2,500円

22,500円

25,700円 25,700円 25,700円

22,500円 22,500円 22,500円 270,000円公費負担対象額
ｃとｄの
小さい方 22,500円 22,500円22,500円 22,500円 22,500円 22,500円 22,500円 22,500円

25,700円 25,700円 25,700円

22,500円

25,700円

20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 240,000円

25,700円 25,700円 25,700円 308,200円限度額 ｄ 25,700円 25,700円

22,500円 22,500円 22,500円 22,500円 270,000円22,500円 22,500円 22,500円 22,500円 22,500円

計
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

実額

入園料 ａ 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円 2,500円

計 ｃ（ａ＋ｂ） 22,500円 22,500円

30,000円

利用料 ｂ 20,000円 20,000円

公費負担対象額

ｄ
ｃとｄの
小さい方

計

ａ

ｂ

ｃ（ａ＋ｂ）

実額

限度額

入園料

利用料

135,000円

308,000円×6/12月=154,000円

135,000円

20,000円 20,000円 20,000円

９月

22,500円 22,500円

25,700円 25,700円

2,500円 2,500円

22,500円 22,500円

補助事業（前期）

30,000円×6/12月＝15,000円

20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

４月 ５月 ６月 ７月 ８月
計

22,500円22,500円22,500円22,500円

22,500円

25,700円 25,700円 25,700円 25,700円

20,000円

2,500円 2,500円 2,500円 2,500円

22,500円

30,000円

270,000円

308,200円

270,000円

240,000円

22,500円22,500円

無償化事業（後期）

10月 11月 12月 1月 2月 3月

20,000円 20,000円



■算定例　（非課税世帯、7月入園、9カ月在籍、入園料：30,000円、利用料20,000円/月の場合）

［2019年4月～（前期：就園奨励事業、後期：無償化給付事業）］

※入園料（実額）、限度額の算定の際、前期分は在籍月数単位で100円未満を四捨五入、後期分は月毎に10円未満を切り捨て（通年化後も同じ）。

［2020年4月～（無償化給付事業の通年化後）］

■算定例　（非課税世帯、4月入園、1月退園、10ヶ月在籍、入園料：30,000円、利用料20,000円/月の場合）

［２０１９年４月～（前期：就園奨励事業、後期：無償化給付事業）］

※入園料（実額）、限度額の算定の際、前期分は在籍月数単位で100円未満を四捨五入、後期分は月毎に10円未満を切り捨て（通年化後も同じ）。

［2020年4月～（無償化給付事業の通年化後）］

無償化事業（2020年4月～）

23,300円 23,300円 209,970円

3,330円 3,330円 3,330円

25,700円25,700円25,700円

23,330円 23,330円 23,330円

23,300円 23,300円 23,300円 23,300円 23,300円 23,300円 23,300円

23,330円

29,970円

209,970円

3,330円

20,000円 180,000円

3月

限度額 ｄ 25,700円 25,700円 25,700円 25,700円 25,700円 25,700円 231,300円

23,330円 23,330円 23,330円 23,330円 23,330円計 ｃ（ａ＋ｂ）

実額

入園料 ａ 3,330円 3,330円 3,330円 3,330円 3,330円

利用料 ｂ 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

公費負担対象額
ｃとｄの
小さい方

計
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月

20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

209,980円23,330円 23,330円70,000円公費負担対象額
ｃとｄの
小さい方

補助事業（前期） 無償化事業（後期）

30,000円×3/9月＝10,000円

70,000円

308,000円×3/12月＝77,000円

23,330円 23,330円 23,330円 23,330円

25,700円 25,700円 25,700円 25,700円

3,330円

2月 3月

231,200円25,700円 25,700円限度額 ｄ

180,000円

計 ｃ（ａ＋ｂ） 23,330円 23,330円 23,330円 23,330円 23,330円 23,330円 209,980円

実額

3,330円 29,980円

利用料 ｂ 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円

入園料 ａ 3,330円 3,330円 3,330円 3,330円

計
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月

補助事業（前期） 無償化事業（後期）
計

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 200,000円実額

入園料 ａ 3,000円 3,000円

計 ｃ（ａ＋ｂ） 23,000円 23,000円

30,000円×6/10月=18,000円

138,000円

3,000円 3,000円 30,000円

利用料 ｂ 20,000円 20,000円

308,000円×6/12月＝154,000円

138,000円公費負担対象額
ｃとｄの
小さい方 23,000円 23,000円 23,000円

23,000円 23,000円 230,000円

限度額 ｄ 25,700円 25,700円 25,700円 25,700円 256,800円

無償化事業（2020年4月～）
計

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

23,000円 230,000円

実額

入園料 ａ 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 3,000円

計 ｃ（ａ＋ｂ） 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円 23,000円

25,700円 257,000円

3,000円 3,000円 3,000円 3,000円 30,000円

利用料 ｂ 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 20,000円 200,000円

230,000円

230,000円23,000円23,000円23,000円23,000円23,000円23,000円23,000円23,000円23,000円23,000円
ｃとｄの
小さい方公費負担対象額

23,000円23,000円23,000円23,000円

限度額 ｄ 25,700円 25,700円 25,700円 25,700円 25,700円 25,700円 25,700円 25,700円 25,700円


